前橋市上下水道台帳管理システム再構築業務
プロポーザル実施要領

1. 趣旨・目的
本実施要領（以下、「本要領」という）は、「前橋市上下水道台帳管理システム再構築業務（以下、「本業務」という）について、最も適したシステムを構築する受注者を選定するため、プロポーザルの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2. 業務
（1） 業務件名
前橋市上下水道台帳管理システム再構築業務
（2） 業務内容
別紙、特記仕様書を参照すること
（3） 履行場所
前橋市水道局、前橋市役所

3. 予算額
（1） 提案上限額
上水道　　　￥５９，３２１，９００－（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
下水道　　　￥３８，７５３，０００－（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
農業集落排水　￥７，９３８，７００－（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
※システム保守・運用費用については総額に含みません。
※様式第７号 見積書のとおり、保守・運用費用は、別途計上してください。
※提案上限額を超えた場合は、参加資格を失います。

4. 契約期間
システム構築業務：令和８年４月上旬～令和９年３月下旬まで
システム運用管理業務：令和９年４月１日～令和１０年３月３１日まで（１年更新）

5. 応募資格
プロポーザルに参加を希望する事業者は、次に掲げる要件の全てを満たしていること。なお、参加形態は事業者単体とする。（共同企業体等での参加は認めない。）
（1） 特記仕様書に基づく業務を履行できる者
（2） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。
（3） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定による本市の入札参加制限を受けていない者であること。
（4） 本市の令和８・９年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請を行い、資格の認定を受けており、かつ、当該認定を受けた業種に「大分類：情報処理、小分類：システム開発・保守」が含まれていること。
（5） 前橋市暴力団排除条例（平成２３年前橋市条例第３８号）に規定する暴力団員等（地方自治法施行令第１６７条の４第１項第３号の規定に該当する者を除く。）でないこと。
（6） 企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱第２条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第２条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。
（7） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（会社更生法第１９９条第１項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第１７４条第１項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。）でないこと。市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
（8） 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）によるPマーク（プライバシーマーク）若しくは、ISMS（情報マネジメントシステム）の認証を取得していること。
（9） 過去10年以内に上下水道を一体で運用するシステム構築実績が２件以上あること。また、当該システム製品を自社で保有していること。

6. 質問について
本業務の内容に不明な点がある場合は、様式第8号「質問書」を用いて、電子メールによって行うこと。なお、電話による質問の受付は一切行わない。
（1） 受付期限：令和８年１月２１日（水）午後５時まで
（2） 受付方法：様式第８号に記載し、電子メールにて送付すること。
（受信確認メールを返信いたしますので、返信が無い場合は再度お問い合わせください）
（3） 回答方法：ホームページに公表する。（質問受理後随時）
（4） 質問受付先：前橋市水道局　下水道整備課　計画係　担当：和田
電子メール：sui-geken@city.maebashi.gunma.jp

7. 参加表明書類の提出について（1次審査資料）
「５ 応募資格」をすべて満たすもので本プロポーザルに応募するものは、次のとおり応募申請書類を提出してください。
（1）応募申請書類について
① 受付期間 令和８年１月７日(水)から令和８年１月２７日(火)
午後５時まで（必着）
② 提出方法 持参又は郵送（一般書留・簡易書留）による
③ 提出書類　以下～の順にとりまとめ、提出すること。
	項目
	様式番号
	提出部数

	
	参加表明書
	様式第1号
	正1部
副10部

	②
	会社概要
	様式第2号
	

	③
	業務実績調書
	様式第3号
	

	
	技術者調書
	様式第4号
	

	
	機能確認書
	様式第5号
	




（2） 提出先
前橋市水道局　下水道整備課　計画係　担当：和田
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目１３番１５号
　　　　　　　前橋市水道局　２階　下水道整備課
電話番号： 027-898-3065
（3） 提出期限
　　令和８年１月２７日（火）午後５時（郵送の場合は必着）

8. 企画提案書類の提出について（２次審査資料）
１次審査において、上位３者の候補者として選定された場合は、次のとおり企画提案書を提出してください。
（1） 企画提案書類について
1 受付期間 令和８年２月１０日(火)から令和８年２月１８日(水)
午後５時まで（必着）
2 提出方法 持参又は郵送（一般書留・簡易書留）による
3 提出書類　以下～③の順にとりまとめ、提出すること。
	項目
	様式番号
	提出部数

	
	企画提案書
	様式第6号
	正1部
副10部

※は両面印刷とする。

	
	企画提案書（A4版 30ページ以内）
※以下の項目に合せて作成すること。
１．実施方針
1-1実施方針
1-2実施体制
1-3工程計画
２．システム構築
2-1システム構成
2-2システムの特徴
３．データ移行及び構築
４．システム保守・運用サポート
4-1セキュリティ
4-2保守・運用
５．提案事項
６．その他提案事項
	様式自由
※表紙・目次は枚数に含まない。提案書にはページ番号を付けること。
※A4横置き上綴じを基本とする。やむを得ずA3版を使用する際は、A4版2ページとカウントし折り込むこと。
※本文の文字フォントは10.0pt以上とする。図表等に付記する注釈･注記などは、この限りではない。ただし明瞭に読み取れるフォントサイズを考慮して作成すること。
	

	
	見積書
	様式第7号
※作業内容がわかる内訳書（様式自由）を添付すること。
	


（2） 提出先
前橋市水道局　下水道整備課　計画係　担当：和田
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目１３番１５号
　　　　　　前橋市水道局　２階　下水道整備課
電話番号： 027-898-3065
（3） 提出期限
令和８年２月１８日（水）午後５時（郵送の場合は必着）
9. 提案の決定
（1） 選考方法
公募により参加表明書を提出した者のうち、参加資格等を満たす者に提案書等の提出を求め、本局内に設置する上下水道台帳管理システム構築業務委託審査委員会（以下「審査委員会」という）において、最適と認められる提案を行った者を最優秀提案者として選出する方法（公募型プロポーザル方式）による。
審査方法は以下のとおり1次審査と2次審査を行う。
1次審査：７の規定により、提出された参加表明書等の内容を審査する。
１次審査において、上位3者を選定し、参加表明書の提出があった全者に対して１次審査結果通知書を送付する。
2次審査：企画提案書類及びプレゼンテーションの内容を評価し、最優秀提案者を選定する。
２次審査に選定された全者に対して、２次審査結果通知書を送付する。
（2） 選考基準
選考基準は、以下の内容により総合的に審査を行う。
	評価対象
	配点
	判断評価基準

	１次審査
	会社概要（様式第2号）
	100
	指定様式の記載内容により評価を行う。実績、技術者の能力等を評価する。

	
	業務実績調書（様式第3号）
	40
	

	
	技術者調書（様式第4号）
	60
	資格及び実績により評価する。

	
	機能確認書（様式第5号）
	100
	機能要件が十分か評価する。

	

	２次審査
	企画提案書
（第６号様式）
	1.実施方針
	1-1 実施方針
	30
	350
	企画提案書の記載内容により評価を行う。業務内容を十分把握したうえで有効な提案を行っているか等について評価する。

	
	
	
	1-2 実施体制
	10
	
	

	
	
	
	1-3 工程計画
	30
	
	

	
	
	2.システム構築
	2-1 システム構成
	20
	
	

	
	
	
	2-2 システムの特徴
	110
	
	

	
	
	3.データ移行
及び構築
	3.データ移行及び構築
	50
	
	

	
	
	4.システム保守・運用サポート
	4-1 セキュリティ
	30
	
	

	
	
	
	4-2 保守・運用
	30
	
	

	
	
	5.提案事項
	5水道管路更新機能
	10
	
	

	
	
	6.その他提案事項
	6その他提案事項
	30
	
	

	
	プレゼンテーション
	150
	プレゼンテーションを評価する。

	
	デモンストレーション
	100
	デモンストレーションを評価する。

	
	見積書（様式第７号）
	100
	業務コストの妥当性を評価する。

	合計
	1000
	



（3） プレゼンテーション審査の実施
プレゼンテーション審査の概要は以下のとおり。
日時：令和８年２月２７日（金）予定
場所：前橋市水道局　４階　図書室
時間：90分予定（準備5分、説明50分、質疑応答・片付け15分、採点20分）
※詳細な日時や実施時間は、二次審査結果通知書にて別途通知を行う。

（4） 評価者
　　評価者は、以下の当局職員５名とする。
　　　・経営企画課長
・下水道整備課長
　　　・水道整備課長
　　　・下水道施設課長
　　　・浄水課長

（5） 同点の場合の取り扱い
評価の結果、複数の提案者が同点となった場合は、画提案書「2.システム構築」「3.データ移行及び構築」「5.提案事項」「6.その他提案事項」の合計点数が、最も高い者を最優秀提案者とする。なお、上記点数も同点であった場合は、事務局にて協議の上、最優秀提案者を決定する。

（6） 最低基準点の設定
提案事業者の得点が５４０点に満たない場合は、落選とする。

（7） 提案者が１者だった場合の取り扱い
提案者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。ただし、最低基準点以上の点数を得られなかった場合や、特記仕様書に記載の要件に満たないと判断された場合は契約を行わない。

（8） 審査結果
審査結果については、すべての参加者に文書にて通知を行う。なお、審査結果の通知は令和８年３月１1日（水）を予定している。


10. スケジュール
	内容
	期間等

	公示
	令和８年　１月　７日（水）

	質問の受付期限
	令和８年　１月２１日（水）午後５時まで

	質問の回答
	令和８年　１月２２日（木）

	参加表明書類提出期限
	令和８年　１月２７日（火）

	一次審査結果通知
	令和８年　２月　９日（月）

	企画提案書類提出期限
	令和８年　２月１８日（水）午後５時まで

	プレゼンテーションの実施
	令和８年　２月２７日（金）予定

	審査結果通知
	令和８年　３月１１日（水）予定

	契約締結
	令和８年　４月上旬予定


11. 契約手続き
事務局及び審査委員会で選定された候補者は、企画提案書類に基づき、詳細な内容について協議を行った上で、前橋市水道局契約事務規程に従い、予算の範囲内において契約を締結する。なお、候補者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、審査において次順位以下となった提案を行った事業者のうち、評価点が上位であった者を繰り上げる。

12. その他
（1） 企画提案書類等の資料の作成及びプロポーザルへの参加に当たって必要な費用は、参加する事業者の負担とする。
（2） 本業務を辞退する場合は、辞退届（様式は自由）に辞退理由を明記の上、持参又は郵送にて提出すること。なお、辞退しても指名停止措置など不利益となる措置は一切ないものとする。
（3） 提出された書類は返却しない。
（4） 本プロポーザルにて収集した個人情報は、本プロポーザルに係ることのみに使用し、それ以外の目的で使用しないものとする。

13. 問い合わせ先
前橋市水道局　下水道整備課　計画係　担当：和田
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目１３番１５号
電話番号： ０２７－８９８－３０６５
電子メール：sui-geken@city.maebashi.gunma.jp
2

